
小特集：自己の幻影，他者の不在―経済学の方法的省察―

陪審定理と多数決の正当性

坂 井 豊 貴1）

なぜ多数決の結果に少数派は従わねばならないのか．その正当な理由が発生するのは，いつ，いか

なるときか．これは多数決の利用における規範的根拠を問うものである．本稿ではコンドルセによる

陪審定理，およびその思想的支柱としてのルソー『社会契約論』を軸に，そうした根拠を考察する．

陪審定理以外の正当化の可能性についても論じる．

JEL Classification Codes : D71, D63

1．少数派は多数派の決定に従うべきか

多数決の結果で少数派となった人は，多数派

の決定に従うべきなのだろうか．

従わないと罰されるから従うというのなら話

は簡単だが，それは従うべき，というのとは違

う．ただその罰の前に，背後にそびえる暴力の

影に，やむなく服従しているだけだ．多数派の

決定に従うべき正当な理由が発生し，それを尊

重しているわけではない．

このように問いを立てると，次のような批判

に遭遇することがある．いわく，いちいち服従

だの正当な理由だの面倒なことを言うものでは

ない，集団はそうしないと運営できないのだ，

とにかく多数決の結果には従わねばならないの

だと．

では多数決を絶対視するこうした意見は，す

べて多数決を肯定する尊重の心情から発される

のかというと，そうでもない．むしろ逆に多数

決に諦めきった，良し悪しなどそもそも問うな

という否定の心情も，そうした意見を生じさせ

うる．あのように下らぬ制度にそもそも正義な

ど求めるべきではないというわけだ．このとき，

かの意見は尊重の様相とは裏腹に，多数決への

諦念を出自としている．

だが大抵の人間は，おそらく多数決を崇拝し

きることも，諦念しきることもできない．例え

ば多数決で「皆で誰かをいじめる案」が賛成多

数で可決されたとしたら，それはおかしいと感

じるのではないか．その結果に少数派は従うべ

きかというと，その必要はないと思うのではな

いか．そもそも多数決でいじめを決めること自

体が間違っているし，それに賛成票を投ずる者

もどうかしている．

つまり，多数決で決めてよい対象とそうでな

いもの，投票者が取るべき態度とそうでないも

のといった区別はあるのではないか．もう少し

厳密にいうと，私たちが不正義をなるだけ防ぐ

ためには，そうした区別を行う必要があるのだ．

「皆で誰かをいじめる案」が賛成多数で可決さ

れた．それへの違和感を一般的に表明するなら，

多数決で人権侵害を決めてはならないし，投票

者には一定の倫理が求められている，というこ

とになるだろう．

そこでこれから，こうした問いを 18世紀後

半に考察したコンドルセとルソーに倣い，多数

決の「正しい使い方」とでもいうべきものを探

ってゆく2）．そしてこれが意外と技術的な，統
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計学的な探索なのである．それは多数決の適切

な使用条件を明瞭にすることで崇拝を否定する

とともに，適切な使用がもたらす優れた機能を

見出すことで諦念からの逸脱を希望させるもの

だ．まずは話を陪審の評決から始めよう．

本稿の構成は以下の通りである．第 2節では

陪審の評決から多数決の考察を始める．第 3-4

節では陪審定理の概要とそれが成り立つための

条件を論じる．この議論は陪審定理がいつ多数

決の利用を正当化するかを説明するものだ．第

5節では陪審定理以外による多数決利用の正当

化を論じる．第 6節では陪審定理とルソーの一

般意志について関係を大まかに説明する．第 7

章で議論を締めくくる．

2．陪審の評決

いま一人の被告が法廷で罪を問われている．

彼が罪を犯したのか否か，確たることは誰にも

分からない．真実は神のみぞ知るというわけだ．

しかし有罪・無罪を決めるのは神ではなく，人

間である陪審員たちである．ここでは陪審員た

ちの多数決でそれを決めるものとする3）．

人知は神に及ばぬとしても，どこまでそれに

近づけるのか．

そこでこれから，陪審の評決でどの程度正し

い判断ができるかを考えていこう．そしてここ

で「正しい判断」とは何かというと，「被告が

罪を犯していたときには有罪と判断し，そうで

ないときには無罪と判断すること」だ．犯罪者

を野放しにするのも，'罪が生じるのも防ぎた

い．

ここで陪審員の人数が重要な役割を果たす．

まずは陪審員が 1人の場合を考えてみよう．

このとき陪審の評決が正しいためには，当然な

がら，その 1人の判断が正しくあらねばならな

い．割合としては「1人のうち 1人」というこ

とで，100％である．

では陪審員が 3人ならどうか．このうち 100

％の 3人全員が正しくある必要はない．多数

決の結果が正しくあるためには，2人が正しけ

れば十分だからだ．割合としては約 67％であ

る．逆にいうと，間違える陪審員が約 33％に

留まるならば，多数決の結果は正しい．

この傾向は陪審員の数を増やすとさらに強ま

る．例えば陪審員が 5 人なら，そのうち 60％

の 3人が正しければ，多数決の結果は正しくな

る．逆にいうと，陪審員の 40％までなら間違

えてもいい．

もう少し人数を増やしてみよう．陪審員が

11人ならそのうち 6人，約 55％が正しければ

多数決の結果は正しくなる．約 45％の 5人ま

でなら間違えても構わない．さらにもっと人数

を増やして陪審員が 101人ならば，そのうち約

半数の 51人が正しければ多数決の結果は正し

くなり，50人までなら間違えても構わない．

101 人のうち 50 人とは，約 49.5％である．お

よそ半数の陪審員が間違えたときでさえも，多

数決の結果は正しいのだ．

このように考えると，陪審員の数が増えるほ

ど，多数決の結果が正しくなりやすいことが分

かる．より多くの割合の人が間違えても，多数

決の結果は正しくあれるからだ．

極端な話，陪審員の数を無限に増やしていく

と，多数決の結果が正しい確率は 100％に限り

なく近づいていく．一人ひとりの人知は神に及

ばずとも，多数決による人間の集合知はそれを

近似するというわけだ．これを陪審定理とい

う4）．

3．陪審定理が成り立つためには

陪審定理についてのいまの議論の運びでは，

背後の仮定を明記していなかった．その仮定が

成り立たないと，陪審定理は一般には成り立た

ない．これを理解するため，簡単な確率モデル

を使ってみよう．

まず 1人の陪審員が正しい判断ができる確率

を，pで表す．真実は神のみぞ知り人間はそれ

に及ばないことを，1>pで表す．それでも人
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間が理性を働かせれば，表裏が半々の確率で出

るコイントスよりはうまく判断できるのではな

いか．この人間観を p>0.5で表す．

つまり 1人の人間が正しい判断をできる確率

pは，1>p>0.5の範囲にあると想定するわけ

だ．この確率は各人で共通とする5）．

では陪審の評決が正しい確率，すなわち多数

決の結果が正しい確率はいくらになるか．言い

換えると，犯罪者を野放しにしない確率や，'

罪を起こさない確率とは，いくらなのか．期待

したいのは，その確率が pより高くあること

だ．さもなくば，多数決をするよりも 1人の人

間が決めたほうがよいということになってしま

う．

これは具体例で計算してみるのが一番手っ取

り早い．そこで一番簡単な，陪審員が 3人のケ

ースで多数決の結果が正しい確率を計算してみ

よう．「確率」や「計算」と聞くと，しり込み

してしまう読者もいるかもしれないが，心配の

必要はない．ごく簡単な場合分けを考えるだけ

である．

陪審員に名前を付けたほうが話をしやすいの

で，彼らを「佐藤，高橋，中村」と呼ぶことに

する．多数決の結果が正しいのは，彼ら 3人の

うち 2人以上が正しい判断をしたときだ．これ

には 4通り

� ［ケース 1］全員が正しい

� ［ケース 2］佐藤と高橋だけが正しい

� ［ケース 3］高橋と中村だけが正しい

� ［ケース 4］佐藤と中村だけが正しい

がある．

まずはケース 1が起こる確率，つまり「全員

が正しい確率」はいくらだろうか．一人ひとり

が正しい確率は pで，陪審員は 3 人なので，

「全員が正しい確率」は，pを 3回掛けた積 p

である．

次にケース 2が起こる確率，つまり「佐藤と

高橋だけが正しい確率」はいくらか．佐藤が正

しい確率は p，高橋が正しい確率は pである．

だから「佐藤と高橋が正しい確率」はそれらの

積 pとなる．また，中村が間違っている確率

は (1−p )である．よって「佐藤と高橋だけが

正しい確率」は，それらの積 p (1−p )となる．

さて，いまの計算においては「判断の独立

性」を仮定していた．例えば「佐藤と高橋が正

しい確率」を pとしたのがそれだ．しかし，

もし「佐藤が有罪と判断するときには，高橋も

それにならい有罪と判断する傾向がある」とい

った相関があるのならば，「佐藤と高橋が正し

い確率」は単純に pと積の形では表せない．

こうした相関がないのが，判断の独立性条件で

ある．

いまと同様の計算により，ケース 3 の「佐

藤と中村だけが正しい確率」とケース 4 の

「高橋と中村だけが正しい確率」も，いずれも

p (1−p )となる．

結果をまとめよう．多数決の結果が正しくな

るとは，ケース 1∼4のうちいずれかが発生す

ることだ．よって多数決の結果が正しい確率は，

それら各ケースの発生確率の和

P = p+3p (1−p )

となる．P>0.5ならば，P−p=−p (2p−1)

( p−1)>0が成り立つことに注意されたい．

よって値 Pは，p>0.5である限り，pより

必ず大きくなる．例えば p=0.6ならば P=

0.648となる．つまり 1人だけの判断なら正し

い確率は 60％でも，3 人の多数決ならそれが

64.8％に上昇するわけだ．この例だと陪審員の

数が 3人と少ないため劇的な上昇ではないが，

陪審員の数を増やすと Pは上昇していく．例

えば p=0.6で陪審員の数が 101 人になると，

Pは約 0.99 まで上がる．多数決の結果が正し

い確率は 99％近くに達するというわけだ．

1人の人間の判断がコインフリップに劣るケ
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ース，つまり p<0.5のケースについても触れ

ておこう．このとき結論はこれまでと逆になっ

て，多数決の結果が正しい確率は，1人の判断

が正しい確率を必ず下回る．一例をあげると，

p=0.4ならば P=0.352である．そして陪審員

の人数を増やすにつれて，多数決の結果が誤る

確率は 100％に近づいていく．

しかしこの結果は，もし人間が p<0.5に自

覚的であるなら，大いに活用できる．多数決と

逆を選択すればよいのだ．例えば 2対 1で有罪

多数になったら，無罪と結論付ける．人間が

p<0.5という意味で愚かであっても，その愚

かさへの自覚がありさえすれば，賢明な選択が

できるというわけだ（ただし p<0.5と，この賢

明さは，実際には両立しにくそうではある）．

おそらく現実の多数決では，pは既知の値と

いうわけでも，検証可能な値というわけでもな

いだろう．むしろ陪審定理の想定 p>0.5は，

人間をその程度には信頼するという人間観の現

れである．このとき pの値が具体的にいくら

であるかは重要ではなく，あくまで 0.5より高

ければよい．とにかくコインフリップより信頼

できれば，0.5より大きければ，陪審定理は成

り立つからだ．

4．判断の独立性条件

判断の独立性条件は，多数決の利用に対して

いかなる示唆を与えるのだろうか．まず，人々

が全体主義的な空気に流されるときには，当然

この条件は成り立たない．また，他の人たちが

有罪に投票しそうだから自分もそうしようとい

った「勝ち馬に乗る」行動をするときも，この

条件は成り立たない．あくまで自ら熟慮せねば，

判断の独立性は成り立たない．

投票前の議論や意見交換を否定しているわけ

ではない．情報収集や，多面的な物の見方を獲

得するのは，pを上昇させる働きを持つと考え

られるからだ．大事なのは最終的に各自がきち

んと自分の頭で考え投票すること．それが判断

の独立性条件が意味するところだ．

さらにいうと，ここでの「正しい」は，人々

のあいだで共通していなければならない．陪審

の評決なら，それは罪の有無に関する判断の正

しさであった．そうでない，例えば政策の実施

についての投票なら，その政策はいわゆる共通

善に関するものでなければならない．つまり，

それは「私たちの社会にとって必要なのか」と

いった考察が可能な対象でなければならない．

さもなくば陪審の評決のような共通方向的な正

しさの概念は成立しない．人々のあいだで利害

が対立する事柄を多数決にかけることを，陪審

定理は肯定しない．

5．陪審定理以外で多数決を正当化できるか

陪審定理以外の方向から，多数決の利用を正

当化することはできるだろうか．これは案外と

難しい．

例えば多数決を「フェアなルール」だとする

考えがある．つまり，今日は僕が勝ったから君

が従ってくれ，明日は君が勝つかもしれないが

そのときは僕が従う，といった考えである．い

わば多数決を，正しい判断を導くためのルール

というより，公正な競争を行うためのルール，

と捉えるわけだ．

しかしその公正さが成立するためには，「明

日は君が勝つかもしれない」が，実際に起こり

うるものでなければならない6）．少数民族や性

的少数者は，定義的に，少数なのが常態であり，

そのような「明日」が訪れることはなかなか期

待しがたい．そもそも，いつか起こるかもしれ

ない「明日」まで，多数決により少数者が差別

を受けるならば，それは今日の時点ですでに看

過されるべきでない人権侵害，不正義が生じて

いる．また，極端な話，「特定の少数民族を殺

害するか」が多数決で賛成多数となったら，彼

ら少数民族に「明日」は訪れようがない．

こうなるとやはり，多数決で何を決めようが

それは「フェアなルール」なのだからよい，と
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いうことにはならない．勝敗が逆転する「明

日」が現実的に十分起こりうること，そして今

日の時点でも少数派に著しい不利益が起こらな

いようにすることが，多数決をフェアとは言え

ないまでもそれなりに妥当なルールとする．つ

まり多数決が侵害してはならない対象に，あら

かじめ防波堤を立てておくわけだ．

一例を挙げよう．日本で法律を制定できるの

は，国会だけである（憲法第 41条）．具体的に

は，衆議院と参議院のなかで，多数決で法案成

立の採決をする．国会議員でない一般の国民は，

その採決には直接的には一切関われない．それ

ゆえ基本的人権の侵害を伴うような法律ができ

ないよう，また国のあり方の重要事項が勝手に

変更できないよう，憲法が上位の法として，法

律に制限をかけている．これは憲法による，多

数決で決めてよい対象への制限である．

つまり多数決で決めてよいことは，基本的人

権への侵害が起きない程度には，また国のあり

方の重要事項に関わらない程度には，どうでも

よいことに限ると抑制するわけだ．そしてこの

ように，どうでもいいことを決めるのだから多

数決でよいという発想は，多数決の理解におい

て重要である．

実際のところ多数決は，どうでもよいことを

決めるのには実に適している．例えば仲間内で

どこかに昼ご飯を食べに行くとして，どの店に

行くかを決めるとする．大抵の場合，こういう

ときに重要なのは皆で一定の時間内に食事に行

くことであって，どの店に行くかではない．だ

からあっさり挙手の多数決で「イタリアンの希

望者が多いからイタリアンにするか」とやると，

手っ取り早くて便利である．

そしてこれが「手っ取り早くて便利」といえ

るのは，多数決の対象がわりとどうでもいいこ

とであり，また後日の同様の機会には「先日は

イタリアンにしたから，今回は中華に行こう

か」といった配慮がなされもするだろうと期待

できるからだ．もしこうした，昼ご飯の店選び

程度のどうでもよい問題であっても，毎回毎回，

皆が多数派の好むイタリアンの店に行くことに

なったら，やがて少数派は不満を募らせ，仲違

いや別行動が起こるだろう．集団の凝集性が低

下するわけだ．

こうして長期的なタイムスパンを考えてみる

と，多数決の新たな相貌が浮かび上がる．51％

を押さえているグループは，タイムスパンの

100％を支配できるのだ．例えば，もしある政

党が 100年間ずっと国会議席の 51％を押さえ

ていたら，その政党は 100年間ずっと与党であ

り続けられる．100 年のうち 51 年だけ与党，

というわけではない．

多数決のもとでは，過半数ラインが「勝敗」

を「確実」に決する．店選びでいうと，過半数

がイタリアンを好むかぎり，その意見が必ず通

る．だがそれは長期のタイムスパンにおいて，

集団の擬集性を下げる働きを持つ．利害対立を

抱える一つの集団のなかで，勝てる明日が来な

い者たちは，やがてそこから分裂しようとする

からだ．

こうした分裂の可能性を抑える方法は主に二

つある．まずは「勝敗」の差を縮めること．例

えばイタリアンに行きたい者が多めにお金を支

払うのがそれにあたる7）．次に「確実」の度合

いを緩和すること．例えばジャンケンで勝った

人が店を決めることにすれば，和食や中華の店

に行きたい少数者も長期的には人口比に応じた

確率でそれに行ける8）．

6．コンドルセとルソー，そして立法

多数決についての数理分析を開始したのは，

18世紀後半にフランスで活躍した学者，コン

ドルセ侯爵である．彼は数学者として頭角を現

し，数学を活用して社会を分析する「社会数

学」を構想した，今でいう数理社会科学の元祖

のような人物である．実際，数学を多用する今

日の社会科学―例えば近代経済学や実証主義

的政治学など―の歴史を�ると，コンドルセ
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の存在と彼の学問が後世に与えた影響は大き

い9）．

コンドルセの活躍の幅は多岐にわたる10）．ま

ず彼はパリ王立科学アカデミーの終身書記とし

て，科学のスポークスマンの役割を務めた．そ

して財務総監テュルゴーの片腕として，あるい

は造幣局長官として，政治経済に深く関与した．

また彼はルソーの影響を強く受けた啓蒙思想家

であり，1789年にフランス革命が起こったの

ち，自由主義的な色彩の強いジロンド派の憲法

草案を起草した．だがそれにより恐怖政治を敷

くロビスピエールと対立し，1794年に命を落

としてしまう．

本稿にとって重要なのは，革命が始まる直前

の時代，旧体制末期の 1785年にコンドルセが

公刊した『多数決論』である（Condorcet 1785

［1972］）．この本は多数決の本格的な数理分析

を開始した画期的な著作だが，ひどく読みにく

いことで知られている．

おそらくはそれも理由のひとつとなり，『多

数決論』はコンドルセの没後，およそ一世紀半

もの間，歴史に埋もれていた．それを 20世紀

半ばに「発掘」したのがスコットランドの政治

経済学者，ダンカン・ブラックである（Black

1958［2011］）．

さてコンドルセ自身は『多数決論』で陪審と

いう言葉を使っていない．ブラックが『多数決

論』を読み解くなかで，コンドルセが展開する

議論からいわゆる陪審定理に該当するものを取

り出し，それを陪審定理と名付けたのだ．これ

は巧みな命名で，確かに陪審を想像すると，い

わゆる陪審定理は理解しやすい．

ではコンドルセは陪審ではなく，何を念頭に

置きそうした議論を進めていたのか．

結論からいうと立法である．

その発想の源流は，当時，発禁処分を受けな

がらも静かに読まれていた，ジャン・ジャック

＝ルソーの『社会契約論』にある（Rousseau

1762［1976］）．同書でルソーは直接民主制の理

想形態を描いてみせた．そこで人々は，人民集

会において，自分たちの社会の法を自分たちで

定める．つまり人々は法案審査に直接携わるわ

けだが，その際に彼らは意志を一般化すること，

すなわち一般意志を行使することが求められる．

一般意志は難解な概念で，「こう」と定義で

きるようなものではない．ここでは本稿と直接

関係する範囲に限り，「一般意志の行使」とは

何かを筆者の言葉で，きわめて大雑把に説明す

る11）．

端的にいえば一般意志の行使とは，「私やあ

なたがともに必要とするものか」と熟慮するこ

とである．これはもちろん私的利益を追求する

ことではない．ではそれは無私か，つまり全体

主義的に，私のことは考えないで社会のことだ

けを考えるのか，というとそうでもない．いっ

たん私的利益を脇に置きはするが，自分を含む

人間一般が必要とするものを考える，というの

が一般意志の行使，意志の一般化のニュアンス

である．

自分を含む人間一般が必要とするものという

と堅苦しく聞こえるかもしれないが，実はそう

でもない．

まず前提の人間観として，多様性がある．多

様な人間が一つの社会を形成するわけだが，い

くら彼らが多様であれども人間であるというこ

とは共通している．この共通項がある以上，彼

らがともに必要とするものはあるはずだ．分か

りやすい例は，一定水準の食事や尊厳の感情，

身の安全などである．ルソーにとって法とは，

それらを充たすための取り決めであった．それ

ゆえ立法とは，一般意志が求めるものを，法と

して制定することである．だがそのためにはど

うすればよいか．何を法にすればよいのか．

一般意志に尋ねてみればよい．

しかし，これが必ずしも容易ではない．皆が

ともに必要とするものは何か，どの法がそれを

よく充たすのかは，常に明確というわけではな

いからだ．さて一般意志はどこに在るか．各人
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のなかである．各人は自らのなかに潜り，意志

の一般化を試み，一般意志が求めるものを探索

する．ある法案は，果たして一般意志に合致し

ているのか．もしそうなら制定されるべきだし，

さもなくば制定されるべきではない．しかし，

その探索のすえの判断も，間違えるかもしれな

い．

そして法案審査の最終的な可否は，そうした

人々による多数決で決める．

こうした法案審査が，先述した陪審の評決と

同型の構造を持つことは明らかであろう．よっ

てここでも陪審定理と同様の議論が成り立つ．

陪審定理の議論において，多数決の結果で少

数派となった人は，なぜ多数派の判断に従うべ

きだったか．なぜ，それは意に沿わないことに

従うだけということにはならないのか．それは

多数派の判断のほうが，正しい確率が高いから

である．陪審の目的が正しい判断を行うことで

ある以上，正しい確率が高い選択肢を選ぶのは，

すべての陪審員の意に沿うことであろう．

では法案審査において，多数決の結果で少数

派となった人は，なぜ多数派の判断に従うべき

なのか．それは多数派の判断のほうが，一般意

志に合致している可能性が高いからである．あ

る法案審査の目的が，その法案が一般意志と合

致しているかを判断することである以上，正し

い確率が高い選択肢を選ぶのは，すべての投票

者の意に沿うことである12）．

補足しよう．一般意志は各人のなかにあるが，

それは人間のあいだで共通している．そして人

は意志の一般化に常に成功するとは限らない．

多数派の判断と，自分の判断が異なるときには，

自分が意志の一般化に失敗していた確率が高い

のだ．それゆえ多数派の判断に従うことは，服

従することとは異なる．多数派の判断は一般意

志と合致する確率が高く，そして一般意志は自

分のなかにあるゆえ，その多数派の判断に従う

のは，自分の意志に反することにはならない．

つまりそれは服従的な行為ではないのだ．

では法案審査で意志の一般化などできるのか

というと，これはある程度は頑張る必要がある

のだが，そんなに頑張りすぎなくてもできる．

というのは，そもそも法は，それが可能な対象

に対して作成されるものだからだ13）．

具体的にいうと，傷害についての法ならば，

自分が直接関わる個別の傷害事件に対してでは

なく，そのような傷害事件として括られる一般

的な事柄に対して作成される．自分の利害に直

結する個別の事柄に対してではない．意志の一

般化が求められる対象は，あくまで一般的な事

柄なので，それは著しく困難な作業というわけ

ではないのだ．

7．おわりに

以上に述べてきた，多数決の正しい使用法を

まとめよう．

� 多数決で決めるのが正当な対象とは，共

通方向的な正しさが成立するもの，いわ

ば一般的な対象である．

� 投票者は，いったん私的利害を脇に置き，

自分を含む公共への判断に基づいて，

投票する．そうしたときの判断が正しい

確率は，0.5より高い．

� 投票者は自ら熟慮する．空気に流された

り，「勝ち馬」に乗ろうとしたり，権威

に頼った判断をしない．

これら 3条件が満たされるとき陪審定理は成

立し，多数派の判断が正しい確率は，一人の判

断や少数派の判断が正しい確率より高く，さら

にその正しさの確率は投票者の数が増えるにつ

れ上昇する．このとき多数派の判断を集団とし

て選択するのが，多数派も少数派も含むすべて

の人々にとって賢明である．以上が，コンドル

セ陪審定理と，その着想の泉源であるルソーの

投票理論に基づく，多数決の正しい使用法であ

る．
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そして先述のように，これ以外のアプローチ

で多数決の使用を正当化するのは困難である．

ただし決める内容がどうでもいいことであれば，

少数派も多数派の意見に「ではそうするか」と

同意できるだろうから，「従う」というほど大

袈裟な事態にはならない．このとき多数決はた

だの簡便な決め方である．しかし，どうでもい

いことしか多数決にかけられないようにするた

めには，その制限を与える社会的な仕組みや慣

習は不可欠であろう．

（慶應義塾大学経済学部）

注

1） 本稿は 2015 年 11 月に一橋講堂で開催された

「一橋大学政策フォーラム」での講演内容の一部を原

稿化したものである．その際に討論者を務めてくださ

った宇野重規教授（東京大学社会科学研究所），および

フォーラムの幹事を務めてくださった後藤玲子教授

（一橋大学経済研究所）に深く感謝申し上げる．本研究

は科研費 15H02867の支援を受けている．

2） 本稿は専門的な内容を含みつつも，広い層の読

者を想定する論考である．関心を持たれた方には当該

分野の文献として，新書レベルでは坂井（2015），教科

書レベルでは坂井（2013），専門書レベルでは鈴村

（2012）を挙げておく．

3） ただし英米など陪審制を多用する国では，多数

決ではなく，満場一致を決議に求めることが多い．な

お陪審制は有罪・無罪のみを決定するが，日本の裁判

員制はそれに加え有罪のさいの量刑まで決める．

4） ここで述べたことは数理統計学を用いて，定式

化と証明がなされる．代表的な研究に Ladha（1992）が

ある．

5） 各人でこの確率がバラバラなケースを扱う研究

も多く存在する．例えば Fey, M.（2003）とその Intro-

ductionを参照．

6） 法哲学者の井上達夫氏はこの点をよく強調して

いる．例えば井上（2015）を参照．

7） 米軍基地を抱える沖縄や，原発を受け入れる地

域に金銭補償するのは，これと同じやり方である．こ

うした問題は，金銭移転を伴う非分割財の配分問題と

して扱うことができる．例えば Sakai（2012）を参照．

8） これをランダム独裁制（random dictatorship）と

いう．代表的な研究に Gibbard（1977）がある．長期的

には人口比に応じた確率で勝者になるというのは，大

数の法則によるもので，サイコロを何回も振っている

と各面が出る割合は 16に近づくというのと同じ．

9） エルゼビア社が 1980年から出版する国際学術

誌に，Mathematical Social Sciences（数理社会科学）い

うものがあり，これは実に「コンドルセ的」な研究を

多く扱っている．現在の編集本部はパリで，編集長は

パリ経済大学のジャン＝フランソワ・ラスリー教授．

10） コンドルセの活動および彼をめぐる歴史，科

学史については隠岐（2013）を参照されたい．

11） 筆者が特に参考としたルソー関連文献として，

Rawls（2007）と Douglas（2013）を挙げておく．

12） ルソー自身は高い「確率」とは言っておらず，

これはコンドルセ的な言い方である．しかしルソーは

「右側に間違える者もいれば，左側に間違える者もい

るので，投票者の数が多いときには両者は打ち消し合

う．そしてその結果，中間に一般意志が現れる」のよ

うな意味のことを『社会契約論』第四�第二章で述べ

ている．これは数理統計学でいう大数の法則を念頭に

置いているものと思われる．コンドルセとルソーの議

論 の 関 係 は，Grofman and Feld（1988）と Young

（1988）が詳しい．また，ルソーのそうした表現は，政

治経済学でいうダウンジアンモデルと親和性が高いも

のと思われる．ダウンジアンモデルにおける一般意志

の考察に Sakai（2015）がある．

13）『社会契約論』第二�第四章に，法の一般性へ

の説明がある．それに基づいた「多数決で決めてよい

こと，そうでないこと」をめぐる議論に Sakai（2016）

がある．
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